
所所 得得 区区 分分

自己負担については１割負担（ 部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、

入院時の食費（標準負担額）等 については自己負担。

一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上

市町村民税（所得割）

２３万５千以上生活保護世帯

（５）公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

・負担限度額）

市町村民税非課税

本人収入≦８０万

市町村民税非課税

本人収入＞８０万

市町村民税（所得割）

＜３万３千

３万３千≦

市町村民税（所得割）

＜２３万５千

（１）負担０円 （２）

負担上限額

低所得1

２，５００円

（３）

負担上限額

低所得2

５，０ ００円

（４）負 担 上 限 額

医療保険の自己負担限度額

重 度 か つ 継 続（※１）

（４）のうち重度
かつ継続
負担上限額

５，０００円

（４）のうち重度
かつ継続

負担上限額

１０，０００円

（５）のうち重度
かつ継続
負担上限額

２０，０００円

（４）のうち育成医療（育成医療の経過措置）

負担上限額
中間所得１
５，０００円

負担上限額
中間所得２
１０，０００円

「重度かつ継続」の範囲
●疾病、症状等から対象となる者 ： 心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る）、腎臓機能、小腸機能、肝臓機能障害（肝臓移植後
の抗免疫療法に限る）又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有するもの

●疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる者 ： 医療保険の多数該当の者
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